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※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合
があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

　  

　

　

曲の解説を交えつつ、アコーディオンや
ピアノの伴奏で懐かしの歌声喫茶気分を
味わいませんか。

①うたごえ倶楽部(定員80人）　

10:00～11:30
500円/1回(当日に集金)　

開講日
時間
受講料

パープル講座受講生募集パープル講座受講生募集

4/4、5/2、6/6(全て火曜日)

  

小・中学生が対象の日本舞踊教室。
楽しくお稽古しています。

4/1(土)～15(土）　※①は開講日に受付
②は申込期間初日の9:00から受け付けます。
直接、パープルホール事務室窓口にお越しください。各講座とも先着順です。
※定員に満たない場合は、開講しない場合があります。

申込期間 ・方法 ：申込期間 ・方法 ：

9:45～11:00
1,000円(前納)　

開講日
時間
受講料

  

パープルホール　大ホール
10:00～17:00

独占、大ホール！フルコン体験5/5（金）

5/7（日)
5/6（土) パープルホールの大ホールステージでフルコンサートグランドピアノを弾いてみませんか。

4月1日9時からパープルホール事務室窓口。
10時から電話、FAXでお申し込みください。
※レッスンや発表会での利用参加はできません。

1区分1人（30分）1,000円(当日集金）

　　

　

　
5/20
(土) 出　演

チケット
販売場所 パ ゆ

販売中

開　演 13:30(開場13:00)
パープルホール小ホール

700円（当日200円増）

南なほき（ピアノ）
石原綾乃（ピアノ）

曲　目 メンデルスゾーン作曲
真夏の夜の夢より序曲
サン=サーンス作曲
白鳥　　　　　　　ほか

②きっず舞踊教室(追加３人)

4/16(日)・30(日)

　　

パープルホール  大ホール
14:00(開場13:00)

●メール：city.fujiidera.kosha@gmail.com
１応募で4人まで、来場者全員の氏名を記載
ください。4月30日締切  
※車椅子席ご希望の方は記載ください。

●整理券配布：パープルホール事務室で配布中
（1人4枚まで）

5/27
(土)

定員になり次第配布、メール受付終了
重複してのお申し込みは無効です 未就学児入場不可、お席は選べません。

主催：（公財）藤井寺市地域サービス公社 協力：自衛隊大阪地方協力本部

パープルホール(北岡1-2-3)パ
ゆ

◎パープルホールの駐車場は限りがありますので、
ご来場は徒歩・自転車・バイクでお越しいただくか、
できるだけ電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。

〔チケット販売や講座の申込・問合先〕パープルホール事務室
  (藤井寺市地域サービス公社)　　☎ 939･7020  　   939･7021

〔チケット販売場所〕公演ごとのチケットの取り扱いを記号で
ご案内しております。

藤井寺まちかど情報館ゆめぷらざ (藤井寺 1-3-11)
（10:00～17:00・水曜休館）

料　金
時　間

申込方法

全席
自由
全席
自由

会　場

無　料    

申込方法
 入場券

NEW

NEW

整理券配布、メールどちらか
１度限りの申込

スプリングコンサート～ピアノデュオコンサート～

陸上自衛隊第3音楽隊演奏会

全席
指定
全席
指定

パープルホール イベント情報

会　場

会　場

料　金

NEW

開　演
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とり肉のからあげ

問合先　藤井寺市柏原市学校給食センター　☎953・3761

1りんご・しょうがはすりおろし、しょうゆ・
さとうとよく混ぜ合わせておく。

2とり肉をひと口大に切り1に30分くらい漬け込む。

3とり肉の汁気をペーパーでふき取り、米粉・片
栗粉を混ぜ合わせて付ける。

4余分な粉をはらって170℃の油で4～5分揚げる。

とり肉（もも肉）…300ｇ
しょうゆ…………大さじ２
さとう……………小さじ１
りんご……………1/8個
しょうが…………1かけ
米粉………………30ｇ
片栗粉……………70ｇ
揚げ油……………適量

材料（4人分）

食塩相当量 1.4グラムたんぱく質 17.5グラム

その他の人気
レシピはこちら

【つくり方】

【一人当たり】

おうちで楽しむ

給食レシピ　
子どもが「美味しい」は

大人も「美味しい」

市内小・中学校で提供されてい
る給食で人気のレシピを隔月で
紹介していきます。

新コーナー

オリジナル調味料
に漬け込むひと手
間がポイント！

No.1

経済的な理由によりお困りの保護者に、小・中学校の学
用品費、給食費などの一部を支給します。令和4年度に支給
を受けていた方も再度手続きが必要です。
対象　本市に住民登録があり、国公立小・中学校に在籍
する、次の①又は②に該当する児童生徒の保護者

①令和4年度又は令和5年度に生活保護が停止もしくは廃
止になった方

②令和4年度又は令和5年度の市民税の課税総所得金額（課
税標準額）が認定基準額以下の方

※認定基準額＝61万円＋（16歳未満の扶養親族の数×33
万円）

支給費目　学用品費、給食費、医療費（虫歯、中耳炎など
の学校病）、修学旅行費、校外活動費、オンライン学習
通信費など

※在籍する学校によって支給されない費目があります。

就学援助制度

当初申請期間　4月6日（木）～5月31日（水）（当日消印有
効）　※土・日曜日、祝日を除く。

申請方法　申請書に必要事項を記入の上、窓口・郵送
又はオンライン窓口で。申請書は市立小・中学校、
教育総務課の窓口に設置しています。

※令和4年1月1日時点で本市に在住し、所得の申告済み
の方は、所得を証明する書類の添付は原則不要です。	

※詳しくは、新学期に各学校を通じて配付する「就学援
助制度のお知らせ」をご覧ください。ただし、市立以
外の国公立小・中学校に在籍の方については、別途
お問い合わせください。

申請・問合先
・お子さんが在籍する学校
・〒583ー8583（住所記載不要）
　教育総務課総務担当（6階�番窓口）
　☎939・1401
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